
利益相反状態の申告について 

学術集会、地方会などでの口頭発表時のスライド、ポスター例 

 

 

1．発表者全員が該当しない場合 

 

 

 

 

2．発表者のいずれかが該当する場合 

 

 

 

 

3．発表者がその所属企業名を明らかにする場合 

開示（申告）不要であり、ホームページなどでは利益相反の有無についてはなしと申告 

 


